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学 校 教 育 法 改 正 の 概 要（教員組織関連）

教育研究の活性化及び国際的な通用性の観点から、以下のように、助教授・助手に関する制

度の見直しを行う。

１ 准教授の職の新設

現在の「助教授」を廃止し 「准教授」の職を設ける。、

２ 助手の見直し

現在の助手のうち、主として教育研究を行うことを職務とし、将来の大学教員や研究者と

なることが期待される者に相応する職として 「助教」の職を設ける。、

現在の助手のうち、教育研究を補助することを主たる職務とする者については、

引き続き「助手」とする。

３ 施行期日

平成１９年４月１日

現行制度 新しい制度

教 授 教 授
特学生を教授し、その研 教育上、研究上又は実務上の

究を指導し、又は研究 をに優れた知識、能力及び実績

に従事 有する者であって、学生を教授

し、その研究を指導し、又は研

究に従事

講 師 講 師
教授又は助 教授又は准

助教授 准教授教授に準ず 教授に準ず

る職務に従 教授の職務を助ける る職務に従 教育上、研究上又は実務上の

事 事 を有優れた知識、能力及び実績

、 、する者であって学生を教授し

その研究を指導し、又は研究に

従事

助 手 助 教 助 手
教授又は助教授の職務を助ける 教育上、研究上又は実務上の その所属する組織にお知

を有する者で ける教育研究の円滑な識、能力及び実績

あって、学生を教授し、その研 実施に必要な業務に従

究を指導し、又は研究に従事 事


